
『論語正義』訳注 :「顔淵篇第十二」（一）

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2010-05-10

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 平木, 康平

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24729/00004562URL



『
論
語
正
義
』
訳
注

一
「
顔
淵
篇
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平
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本
稿
は
、
清
の
劉
賓
楠
（
一
七
九
〇
～
一
八
五
五
）
が
著
し
た
『
論
語
正
義
』

の
訳
註
で
あ
る
。

　
本
訳
註
は
、
本
田
濟
・
神
楽
岡
昌
俊
・
衣
笠
勝
美
・
山
口
澄
子
の
各
氏
と
平

木
康
平
と
で
会
読
し
た
成
果
で
あ
る
。
山
口
氏
の
草
稿
に
、
平
木
が
補
正
を
加

え
た
も
の
で
、
文
責
は
平
木
に
あ
る
。

　
す
で
に
「
先
進
冷
製
十
一
」
（
一
）
は
、
「
大
阪
青
山
短
期
大
業
研
究
紀
要

第
二
十
三
号
」
（
平
成
九
年
三
月
）
に
、
「
先
進
篇
第
十
一
」
（
二
）
は
、
「
大

阪
青
山
短
大
国
文
第
十
三
号
」
（
平
成
九
年
二
月
中
に
、
「
先
進
黒
田
十
一
」

（
三
）
は
、
「
人
文
学
論
集
第
十
六
集
」
（
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
、
平
成

十
年
一
月
）
に
、
「
先
進
篇
第
十
一
」
（
四
）
は
、
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
　
人
文
・

社
会
科
学
第
四
六
巻
」
（
平
成
十
年
三
月
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
。
本

稿
は
、
そ
の
後
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。

一一一一 }一一一

例原
文
は
南
蒜
書
院
本
（
『
皇
清
経
解
』
所
収
）
を
底
本
と
し
た
。

『
論
語
』
本
文
の
字
体
は
原
則
と
し
て
、
底
本
の
通
り
と
し
た
。

訳
文
・
注
で
は
常
用
漢
字
体
を
使
用
し
た
。

「
何
曇
・
劉
賓
楠
解
」
は
両
者
の
説
に
基
づ
い
て
『
論
語
』
本
文
を
訓
読

し
た
も
の
。
両
者
の
解
釈
が
異
な
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
項
を
立
て
た
。

『
正
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
中
で
、
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
も

の
は
出
来
る
だ
け
出
典
を
明
ら
か
に
し
、
　
（
）
の
中
に
示
し
た
。

『
正
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
中
で
、
典
拠
の
書
名
や
篇
名
が
通
行

本
と
異
な
る
場
合
や
、
不
足
す
る
場
合
は
、
　
（
）
の
中
に
示
し
た
。

引
用
文
中
の
文
字
の
異
同
は
、
明
ら
か
な
誤
字
や
解
釈
に
支
障
を
来
た
す

も
の
を
除
い
て
割
愛
し
た
。
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一
　
原
文
は
適
宜
区
切
り
、
段
落
分
け
を
行
っ
た
。

一
　
注
は
本
文
中
に
＊
印
を
付
し
、
各
章
の
後
に
記
し
た
。

一
　
簡
単
な
注
は
訳
文
中
に
（
）
を
用
い
て
記
し
た
。

『
皇
清
経
解
績
編
』
巻
千
六
十
五
　
　
南
善
書
院

『
論
語
正
義
』
十
五
　
　
野
景
・
劉
賓
楠
楚
豊
野

「
顔
淵
」
第
十
二
　
　
集
解

凡
二
十
四
章

［
劉
賓
楠
解
］
凡
て
二
十
四
章
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
『
（
経
典
）
繹
文
』
に
云
ふ
、
「
『
回
路
無
宿
諾
』
、
或
ひ

は
此
を
分
か
ち
て
別
章
と
爲
す
」
と
。

　
　
　
第
一
章

［
論
語
本
文
］
顔
淵
問
仁
。
子
日
、
克
己
復
禮
爲
仁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ
し

［
何
曼
解
］
顔
淵
仁
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
己
を
克
み
て
嘘
に
語
る
を
仁
と
爲
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ
し
　
　
　
　
　
　
　
ふ

［
劉
賓
楠
解
］
顔
淵
仁
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
己
を
克
み
禮
を
復
み
て
仁
を
爲

　
　
　
　
　
す
。

［
注
］
馬
（
融
）
曰
く
、
克
己
と
は
身
を
約
す
る
な
り
。
孔
（
安
國
）
曰
く
、

　
　
復
は
反
な
り
。
身
能
く
禮
に
反
れ
ば
、
則
ち
仁
道
る
な
り
。

［
論
語
本
文
］
】
日
克
己
復
禮
、
天
下
蹄
仁
焉
。

［
何
曇
解
］
一
日
己
を
克
み
て
禮
に
復
れ
ば
、
天
下
仁
に
蹄
す
。

［
劉
賓
楠
解
］
一
日
己
を
克
み
て
禮
を
復
め
ば
、
天
下
仁
に
錦
す
。

［
注
］
馬
曰
く
、
一
日
す
ら
猶
ほ
写
せ
ら
る
。
況
ん
や
終
身
を
や
。

［
論
語
本
文
］
爲
仁
由
己
。
而
由
人
乎
哉
。

［
何
曇
・
劉
賓
楠
解
］
仁
を
爲
す
は
己
に
由
る
。
而
し
て
人
に
由
ら
ん
や
。
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［
注
］
孔
曰
く
、
善
を
行
ふ
は
己
に
在
り
て
、
人
に
在
ら
ざ
る
な
り
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
「
克
」
、
皇
（
侃
）
本
「
剋
」
に
作
る
（
皇
侃
義
疏
懐

徳
堂
本
は
「
剋
」
に
作
る
）
。

　
「
己
を
賦
し
み
て
禮
を
復
む
」
と
は
、
仁
を
塾
す
所
以
な
り
。
「
爲
」
は
猶

ほ
事
の
ご
と
き
な
り
。
力
を
仁
に
用
ふ
る
を
謂
ふ
な
り
。
下
の
句
の
「
仁
を
爲

す
は
己
に
由
る
」
も
、
義
同
じ
。

　
『
（
春
秋
）
左
（
氏
傳
）
』
「
昭
（
公
）
十
二
年
」
の
傳
に
言
ふ
、
「
楚
の
右

サ
の
子
革
霞
割
を
颯
す
る
に
、
『
祈
招
の
詩
』
を
以
て
す
。
王
揖
し
て
入
る
。

灯
す
る
も
食
ら
は
ず
、
寝
ぬ
る
も
媒
ね
ず
。
自
ら
克
く
す
る
能
は
ず
し
て
、
以

て
難
に
及
ぶ
。
年
齢
日
く
、
『
古
や
志
有
り
。
克
己
復
円
、
仁
な
り
と
。
信
に

善
き
か
な
。
楚
の
霞
王
若
し
能
く
是
く
の
如
く
ん
ば
、
量
に
其
れ
乾
難
に
辱

し
め
ら
れ
ん
や
』
」
と
。
是
れ
「
克
己
復
禮
爲
仁
」
と
は
、
乃
ち
古
の
成
語
に

し
て
、
夫
子
之
を
引
く
。

　
「
一
日
己
を
克
し
み
て
禮
を
復
め
ば
、
天
下
仁
に
蹄
す
」
と
は
、
言
ふ
こ

こ
ろ
は
、
己
誠
に
仁
を
爲
さ
ば
、
人
必
ず
之
を
知
ら
ん
。
故
に
能
く
仁
を
己

に
照
し
、
名
を
成
す
を
得
る
な
り
。
「
天
下
」
と
言
ふ
は
、
之
を
大
に
す
る
な
り
。

　
毛
言
置
齢
『
（
論
語
）
稽
求
篇
』
に
、
「
『
禮
記
』
「
哀
公
問
」
に
、
『
百
姓

之
に
名
を
戯
し
て
、
之
を
君
子
の
子
と
謂
ふ
』
と
。
則
ち
「
蹄
」
は
亦
た
祇
だ

是
れ
名
謂
の
義
な
り
（
＊
1
V
。
先
教
諭
（
＊
2
）
云
ふ
、
『
漢
の
長
安
令
の

楊
興
史
高
に
説
く
に
、
「
將
軍
誠
に
幕
府
に
召
著
す
れ
ば
、
三
士
仁
に
還
す
」

と
。
『
後
漢
（
書
）
』
「
和
帝
（
紀
）
」
に
、
「
皇
太
后
の
詔
に
『
大
尉
の
彪
、

海
内
仁
に
治
す
。
峯
賢
の
首
爲
り
』
」
と
。
言
ふ
こ
と
甚
だ
脊
風
な
る
も
、
惜

惇
を
嫌
は
ざ
る
は
、
祇
だ
名
を
稠
す
る
の
み
な
れ
ば
な
り
』
」
と
。

　
今
案
ず
る
に
、
『
漢
書
』
「
王
葬
傳
賛
」
に
、
「
宗
族
孝
と
適
し
、
師
友
仁

に
蹄
す
」
と
。
『
後
漢
書
』
「
郎
傳
」
に
、
「
昔
丁
子
十
八
に
し
て
、
天
下

仁
に
蹄
す
」
と
。
並
び
に
「
仁
に
蹄
す
」
る
を
以
て
、
仁
と
通
せ
ら
る
る
と

秘
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

　
『
禮
記
』
「
三
江
」
に
云
ふ
、
「
故
に
君
子
禮
有
れ
ば
、
則
ち
外
に
譜
ひ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
つ

内
に
怨
み
無
し
。
故
に
物
と
し
て
仁
に
懐
か
ざ
る
無
く
、
鬼
神
徳
を
饗
く
」
と
。

鄭
（
玄
）
注
は
、
「
仁
に
懐
く
」
を
以
て
、
即
ち
仁
に
遇
す
と
す
。
懐
・
蹄
並

　
　
な
つ

び
に
構
く
と
訓
ず
る
な
り
。

注
の
「
克
己
」
よ
り
「
仁
　
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
『
爾
雅
』
「
鼻
詰
」
に
、
「
克
は
勝
な
り
（
七
二
原
文
「
剋
」

字
に
作
る
）
」
と
。
又
た
「
勝
は
克
な
り
」
と
。
韓
じ
て
相
訓
ず
。
此
に
「
約
」

と
訓
ず
る
は
、
引
申
の
義
な
り
。
厨
子
言
ふ
、
「
夫
子
は
我
を
憎
む
る
に
文
を

以
て
し
、
我
を
約
す
る
に
禮
を
以
て
す
」
と
（
「
子
牢
」
）
。
約
と
は
約
束
の
約

の
如
し
。
身
を
約
す
と
は
、
猶
ほ
身
を
修
む
と
言
ふ
が
ご
と
き
な
り
。
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つ
つ
し

　
『
後
漢
書
』
「
安
帝
紀
」
に
、
「
夙
夜
己
を
克
み
、
憂
心
京
京
た
り
」
と
。

（
同
）
「
郵
皇
后
紀
」
に
、
「
同
列
に
接
撫
し
、
常
に
己
を
克
み
て
以
て
之
に

下
る
」
と
。
（
同
）
「
祭
遵
傳
」
に
、
「
己
を
克
み
て
公
に
奉
ず
」
と
。
（
同
）
「
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
く

敵
傳
」
に
、
「
宜
し
く
當
に
己
を
克
み
て
、
以
て
四
コ
口
心
に
醸
ゆ
べ
し
」
と
。

凡
て
「
己
を
克
む
」
と
言
ひ
て
、
皆
な
身
を
約
す
と
こ
れ
訓
ず
る
が
如
し
。

　
『
法
言
』
「
二
神
」
に
謂
ふ
、
「
己
の
私
に
勝
つ
、
之
を
克
と
謂
ふ
」
と
。

此
も
又
た
一
義
な
り
。
劉
絃
点
き
て
以
て
『
左
傳
』
（
「
昭
公
十
二
年
」
）
の
「
克

己
復
禮
」
の
文
意
を
解
し
、
楚
の
君
王
の
嗜
慾
多
く
、
功
伐
を
誇
る
を
指
し
て

言
ふ
と
す
（
＊
3
）
。
乃
ち
那
（
禺
）
疏
は
即
ち
援
き
て
以
て
『
論
語
』
を
解

す
（
＊
4
）
。
『
朱
子
集
注
』
も
又
た
直
だ
己
を
訓
じ
て
私
と
爲
す
（
＊
5
）
。

並
び
に
之
を
失
せ
り
。

　
「
復
は
反
な
り
」
と
は
、
反
は
猶
ほ
蹄
の
ご
と
き
な
り
。
吾
將
に
視
聰
言

動
す
る
所
有
り
て
、
先
づ
禮
に
反
ら
ん
と
す
。
之
を
復
禮
と
謂
ふ
。
己
先
に

私
有
り
、
己
先
に
禮
無
く
し
て
、
此
に
至
り
て
乃
ち
復
す
と
謂
ふ
に
は
非
ざ

る
な
り
。

門
訴
］

包
（
成
）
曰
く
、
其
の
必
ず
條
目
有
る
を
知
る
。

は
ん
と
す
る
な
り
。

故
に
請
ひ
て
之
を
問

［
論
語
本
文
］
子
日
、
非
禮
勿
視
、
非
禮
勿
聰
、
非
禮
勿
言
、
非
肝
属
動
。

［
何
嬰
・
盆
景
楠
解
］

子
曰
く
、
禮
に
非
ざ
れ
ば
視
る
こ
と
勿
か
れ
、
禮
に
非

ざ
れ
ば
聰
く
こ
と
勿
か
れ
、
禮
に
非
ざ
れ
ば
言
ふ
こ
と

勿
か
れ
、
禮
に
非
ざ
れ
ば
動
く
こ
と
勿
か
れ
。

［
注
］
鄭
（
玄
）
曰
く
、
此
の
導
者
は
克
己
復
姓
の
目
な
り
。

［
論
語
本
文
］
息
遣
日
、
七
難
不
敏
、
請
、
事
斯
語
　
。

［
括
帯
・
劉
賓
楠
解
］

早
言
曰
く
、
回

を
事
と
せ
ん
。

不
敏
な
り
と
錐
も
、
請
ふ
、
斯
の
語

［
論
語
本
文
］
特
区
日
、
請
、
問
其
目
。

［
注
］

王
（
粛
）
曰
く
、

す
る
な
り
。

敬
し
み
て
此
の
語
を
事
と
し
、
必
ず
之
を
行
は
ん
と

［
何
曼
・
劉
賓
楠
解
］
顔
淵
曰
く
、
請
ふ
、
其
の
目
を
問
は
ん
。

「
正
義
」
に
曰
く
、
　
「
勿
」
と
は
禁
止
の
僻
な
り
。
視
菊
言
動
は
皆
な
己
に
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在
り
て
、
人
に
在
ら
ず
。
故
に
仁
を
吊
す
は
己
に
由
り
て
、
人
に
由
ら
ざ
る
な
り
。

「
動
」
と
は
猶
ほ
行
の
ご
と
き
な
り
。
行
ふ
所
の
事
を
謂
ふ
な
り
。
『
禮
（
記
）
』

「
中
庸
」
に
云
ふ
、
「
齊
明
盛
服
し
て
、
禮
に
非
ざ
れ
ば
動
か
ず
。
身
を
修
む

る
所
以
な
り
」
と
。
蓋
し
視
聴
言
動
に
は
、
古
人
皆
な
禮
以
て
之
を
制
す
る

有
り
。
「
曲
禮
」
「
少
儀
」
「
内
則
」
の
諸
篇
、
及
び
買
子
（
貿
誼
『
新
書
』
）
「
容

経
」
讃
す
る
所
の
若
き
は
、
皆
な
振
れ
其
の
禮
に
し
て
、
唯
だ
能
く
己
を
克
み

て
禮
を
復
む
の
み
。
凡
そ
禮
に
非
ざ
る
の
事
に
し
て
、
吾
に
接
す
る
所
の
者
は
、

自
ら
能
く
吾
の
目
を
制
す
る
を
以
て
視
る
勿
く
、
吾
の
耳
を
制
す
る
を
も
て
聴

く
勿
く
、
吾
の
口
を
制
す
る
を
も
て
言
ふ
勿
く
、
吾
の
心
を
制
す
る
を
も
て
行

ふ
勿
き
こ
と
有
り
。
所
謂
己
を
克
み
て
禮
を
復
む
と
は
此
の
如
し
。

　
『
春
秋
繁
露
』
「
天
道
施
篇
」
に
、
「
夫
れ
禮
は
情
を
艦
し
て
齪
を
防
ぐ
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

な
り
。
民
の
情
は
其
の
欲
を
制
す
る
能
は
ざ
る
も
、
之
を
し
て
禮
に
当
り
て
、

目
は
言
色
を
視
、
耳
は
正
聲
を
聴
き
、
口
は
正
味
を
食
ら
ひ
、
身
は
正
道
を
行

は
し
む
。
之
が
情
を
奪
ふ
に
は
非
ず
。
其
の
情
を
安
ん
ず
る
所
以
な
り
」
と
。

　
（
『
漫
語
』
）
「
周
語
」
（
下
）
に
、
「
聖
子
否
侯
の
事
を
論
じ
て
曰
く
、
『
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
と
が
め

言
視
聴
、
必
ず
皆
な
諦
無
く
ん
ば
、
則
ち
以
て
徳
を
知
る
べ
し
。
視
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ゆ

遠
け
れ
ば
、
日
び
其
の
義
を
絶
ち
、
足
む
こ
と
高
け
れ
ば
、
日
び
其
の
徳
を
棄
て
、

　
　
　
　
た
が

言
ふ
こ
と
爽
へ
ば
、
日
び
其
の
信
に
反
し
、
聰
く
こ
と
淫
な
れ
ば
、
喜
び
其
の

名
を
守
る
。
夫
れ
目
は
以
て
義
に
庭
り
、
足
は
以
て
徳
を
践
み
、
口
は
以
て
信

　
お
ほ

を
庇
ひ
、
耳
は
以
て
名
を
聴
く
。
故
に
泥
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
』
」
と
。

　
然
ら
ば
則
ち
視
聰
言
動
は
、
古
人
皆
な
愼
み
を
致
す
の
所
に
し
て
、
以
て

勉
め
て
徳
行
を
成
し
、
不
仁
者
を
し
て
其
の
身
に
加
へ
し
め
ざ
る
な
り
（
「
里

仁
」
）
。

　
（
『
家
記
』
）
「
樂
記
」
に
云
ふ
、
「
是
の
故
に
君
子
は
情
に
反
り
て
以
て
其

の
志
を
和
し
、
類
に
比
し
て
以
て
其
の
行
を
成
す
。
轡
虫
二
色
は
、
聰
明
に
留

め
ず
。
淫
樂
恩
禮
は
、
心
術
に
接
せ
ず
。
長
息
邪
辟
の
氣
は
、
身
重
に
設
け
ず
。

耳
目
鼻
口
心
知
爆
管
を
し
て
、
皆
な
順
正
に
由
ら
し
め
以
て
其
の
義
を
行
ふ
」
と
。

　
　
　
　
　
　
い
ま
し

即
ち
此
の
文
の
嚴
む
る
所
の
非
禮
の
諸
事
な
り
。

注
の
「
漏
泄
必
有
皆
目
。
故
請
問
之
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
「
目
」
と
は
人
目
の
識
別
す
る
所
有
る
が
如
き
な
り
。

凡
そ
事
を
行
ふ
に
は
、
総
要
を
撮
博
す
、
之
を
目
と
謂
ふ
。
注
に
星
目
と
言
ふ
は
、

一
目
に
止
ま
る
に
は
非
ず
。
當
に
細
数
有
る
べ
き
こ
と
、
木
の
緩
怠
の
若
き
な
り
。

古
人
學
を
鈍
む
る
に
は
、
皆
な
数
記
有
り
。
循
習
に
備
へ
、
遺
忘
を
戒
む
る

所
以
な
り
。
故
に
此
の
注
に
置
目
と
言
へ
ば
、
必
ず
之
れ
有
る
を
知
る
な
り
。

　
鄭
注
（
『
昔
昔
』
「
箸
人
」
疏
引
く
）
云
ふ
、
「
其
の
要
を
知
ら
ん
と
欲
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
は
か

顔
回
意
に
以
へ
ら
く
、
禮
に
三
百
三
千
有
り
て
、
卒
に
周
ね
く
備
へ
難
し
。

故
に
請
ひ
て
其
の
目
を
問
ふ
な
り
」
と
。
疑
れ
目
と
は
事
の
要
認
り
。

　
『
周
部
』
「
乳
人
」
に
、
「
四
に
曰
く
二
目
」
と
。
注
に
云
ふ
、
「
目
と
は
事
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う
ら
な

衆
く
し
て
其
の
要
の
當
た
る
所
を
笠
ふ
を
謂
ふ
な
り
」

て
要
と
爲
す
。

＊
－＊

2
＊
3

と
。
診
た
目
を
訓
じ

『
禮
記
』
「
哀
公
邸
」
の
二
藍
達
正
義
に
は
「
『
百
姓
蹄
之
、
名
謂
之

君
子
之
子
』
者
、
言
言
若
能
敬
身
則
百
姓
蹄
己
善
、
名
謂
己
爲
君
子
所

生
之
子
。
（
「
『
百
姓
之
に
蹄
し
て
、
名
謂
之
君
子
之
子
』
と
は
、
言
ふ

こ
こ
ろ
は
己
若
し
能
く
身
を
敬
め
ば
、
則
ち
百
姓
己
が
善
に
蹄
し
て
、

名
づ
け
て
己
は
君
子
生
ず
る
所
の
子
爲
り
と
謂
ふ
」
）
と
い
い
、
「
蹄
」

字
を
帰
服
す
る
の
意
と
と
る
。
一
方
毛
奇
齢
は
「
蹄
」
字
を
「
名
謂
」

の
意
に
と
る
。

先
教
諭
と
は
、
劉
賓
楠
の
從
父
・
劉
台
棋
の
こ
と
を
い
う
。

操
の
『
論
語
耕
枝
』
に
は
当
該
箇
所
は
見
あ
た
ら
な
い
。

た
だ
し
台

『
前
妻
』
「
昭
公
十
二
年
」
の
孔
穎
達
正
義
に
引
く
劉
絃
の
説
は
以
下

の
通
り
。
「
劉
絃
云
ふ
、
克
は
勝
と
訓
ず
る
な
り
。
己
と
は
身
を
謂
ふ

な
り
。
嗜
慾
有
れ
ば
當
に
禮
義
を
以
て
之
を
齊
ふ
べ
し
。
嗜
慾
と
禮
義

と
交
こ
も
戦
ひ
、
禮
義
を
し
て
其
の
嗜
慾
に
勝
た
し
む
れ
ば
、
身
は
禮

に
蹄
り
復
す
る
を
得
。
是
く
の
如
く
ん
ば
、
乃
ち
仁
爲
る
な
り
。
復
は

反
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
情
嗜
慾
の
逼
る
所
と
爲
り
て
、
己
禮
を
離

＊
4

＊
5

る
れ
ば
、
更
め
て
之
に
庵
り
復
る
（
原
文
「
劉
毒
煙
、
克
訓
勝
也
。
己

謂
身
也
。
有
嗜
慾
當
以
禮
義
齊
之
。
嗜
慾
與
禮
義
交
戦
、
使
禮
義
勝
其

嗜
慾
、
身
得
蹄
復
於
禮
。
如
是
、
乃
爲
仁
也
。
復
反
也
。
言
情
爲
嗜
慾

所
逼
、
己
離
禮
、
而
更
蹄
復
）
」
。
劉
絃
は
階
人
。
『
階
書
』
巻
七
十
五

に
伝
あ
り
。
杜
預
の
説
に
こ
と
ご
と
く
反
駁
を
加
え
て
い
る
。

　
『
論
語
正
義
』

て
い
る
。

（
面
詰
）
に
は
、
右
の
劉
絃
の
説
を
そ
の
ま
ま
引
い

　
朱
子
『
論
語
集
註
』

い
う
。

第
二
章

に
は
、
「
克
、
勝
也
。
己
謂
身
之
私
欲
也
」
と

［
論
語
本
文
］
仲
弓
問
仁
。
子
日
、
出
門
望
見
大
賓
、
三
民
如
承
大
祭
。

［
何
嬰
・
劉
賓
幸
島
］
仲
之
仁
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
門
を
出
で
て
は
大
賓
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
見
る
が
如
く
、
民
を
使
ふ
に
は
大
祭
に
承
ふ
る
が
如
く

　
　
　
　
　
　
　
　
す
。
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［
注
］
孔
曰
く
、
仁
を
爲
す
の
道
、
敬
よ
り
尚
き
は
莫
し
。

［
論
語
本
文
］
己
所
不
幸
、
勿
施
於
人
。
在
阪
無
怨
、
在
家
無
怨
。

［
何
曇
・
劉
賓
楠
解
］

己
の
欲
せ
ざ
る
所
は
、

在
り
て
も
怨
み
無
く
、

と
。

人
に
施
す
こ
と
勿
か
れ
。
邦
に

家
に
在
り
て
も
怨
み
無
か
ら
ん

［
注
］
包
曰
く
、
邦
に
在
る
と
は
諸
侯
爲
り
。
家
に
在
る
と
は
卿
大
夫
爲
り
。

［
論
語
本
文
］
仲
弓
日
、
雍
難
不
敏
、
請
、
事
斯
語
　
。

［
何
嬰
・
劉
賓
楠
解
］

仲
弓
曰
く
、
雍
不
敏
な
り
と
難
も
、

を
事
と
せ
ん
。

請
ふ
、
斯
の
語

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
『
史
記
』
「
弟
子
（
列
）
傳
」
は
「
仲
弓
基
面
」
に
作
る
。

鷹
軽
量
府
『
（
論
語
）
異
文
考
讃
』
（
未
見
）
は
以
て
『
古
論
』
と
諾
す
。
然

れ
ど
も
前
後
の
章
は
皆
な
直
れ
仁
を
問
へ
ば
、
磨
に
此
の
み
政
を
問
ふ
と
爲
す

べ
か
ら
ず
。
『
史
記
』
誤
る
な
り
。

　
「
門
を
出
づ
」
と
は
大
門
を
出
で
て
、
人
と
相
接
晒
す
る
時
を
謂
ふ
な
り
。
「
大

賓
に
見
ゆ
る
が
如
し
」
と
は
、
「
見
」
と
は
往
き
て
賓
を
迎
ふ
る
を
謂
ふ
な
り
。

賓
は
位
己
よ
り
尊
し
。
故
に
大
と
稻
す
る
な
り
。
凡
そ
賓
を
迎
ふ
る
の
禮
は
、

賓
の
等
を
降
る
者
に
は
門
内
に
於
て
し
、
賓
の
敵
ふ
者
、
或
ひ
は
尊
き
者
に
は
、

皆
な
門
外
に
於
て
す
。
此
に
「
門
を
出
づ
」
と
言
ひ
、
又
た
「
大
賓
」
と
言
ふ
。

故
に
乱
れ
己
よ
り
尊
き
を
知
る
な
り
。

　
「
承
」
と
は
、
『
説
文
』
　
（
手
部
）
に
云
ふ
、
「
承
は
奉
な
り
。
受
な
り
」
と
。

「
大
賓
に
承
ふ
る
が
如
く
」
、
「
大
祭
に
承
ふ
る
が
如
し
」
と
は
、
言
ふ
こ
こ

ろ
は
仁
者
能
く
人
を
敬
畏
す
。
故
に
能
く
人
を
愛
す
る
な
り
。
『
左
傳
』
「
僖

（
公
）
三
十
三
年
」
傳
に
、
「
習
の
臼
季
曰
く
、
臣
之
を
聞
け
り
。
門
を
出
で

て
は
賓
の
如
く
し
、
事
に
承
ふ
れ
ば
祭
の
如
く
す
る
は
、
仁
の
則
な
り
」
と
。

亦
た
古
に
も
此
の
語
有
り
。
而
し
て
副
帯
及
び
夫
子
之
を
引
く
。
『
（
左
）
傳
』

に
は
「
事
に
承
ふ
」
と
言
ひ
、
此
に
は
「
民
を
使
ふ
」
と
言
ひ
、
文
略
ぼ
同

じ
か
ら
ず
。

　
「
施
」
と
は
猶
ほ
加
の
ご
と
き
な
り
。
『
至
要
外
傳
』
に
、
「
己
鰻
寒
を
悪

め
ば
、
則
ち
天
下
の
衣
食
を
欲
す
る
を
知
る
な
り
。
己
勢
苦
を
悪
め
ば
、
則

ち
天
下
の
融
雪
を
欲
す
る
を
知
る
な
り
。
己
衰
乏
を
歪
め
ば
、
則
ち
天
下
の

富
祐
を
欲
す
る
を
知
る
な
り
。
此
の
三
者
を
知
る
は
、
聖
王
の
席
を
降
ら
ず
し

て
天
下
を
画
す
所
以
な
り
。
故
に
君
子
の
道
は
忠
恕
の
み
」
と
。
『
告
訴
』
の

此
の
言
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
「
己
の
欲
せ
ざ
る
所
人
に
施
す
無
く
」
ん
ば
、
則

ち
己
の
欲
す
る
所
必
ず
又
た
當
に
諸
を
人
に
施
す
べ
し
。
故
に
『
孟
子
』
（
「
離
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た
め

婁
」
上
）
に
言
ふ
、
「
仁
者
民
の
心
を
得
る
に
道
有
り
。
欲
す
る
所
は
之
が
與

に
之
を
聚
む
。
悪
む
所
は
施
す
勿
き
の
み
な
り
」
と
。
是
な
り
。

　
習
氏
瀕
『
（
四
書
）
考
異
』
に
、
「
『
管
子
』
「
小
問
篇
」
に
『
（
論
）
語
』
を

引
き
て
曰
く
、
『
其
の
欲
す
る
所
に
非
ざ
れ
ば
、
人
に
施
す
勿
か
れ
。
仁
な
り
』

と
。
是
の
『
施
す
勿
れ
』
の
二
士
も
亦
た
古
語
な
り
。
　
『
邦
に
在
り
』
と
は
諸

侯
の
邦
に
仕
ふ
る
を
謂
ひ
、
『
家
に
在
り
』
と
は
卿
大
夫
の
家
に
仕
ふ
る
を
謂

ふ
な
り
。
下
篇
（
「
顔
淵
」
）
を
観
る
に
、
子
張
士
を
問
ひ
、
夫
子
告
ぐ
る

に
邦
に
在
り
家
に
在
る
を
以
て
す
。
讃
す
べ
し
。
包
注
の
『
邦
に
在
る
』
を
以

て
諸
侯
を
指
す
と
し
、
『
家
に
在
る
』
を
卿
大
夫
を
指
す
と
す
る
は
、
之
を
失

せ
り
。
『
邦
に
在
り
て
も
家
に
在
り
て
も
怨
み
無
し
』
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、

仁
者
人
を
愛
す
。
故
に
人
も
亦
た
之
を
愛
し
、
復
た
怨
む
べ
き
こ
と
無
き
な
り
」

と
。

第
三
章

［
論
語
本
文
］
司
馬
牛
善
計
。
子
日
、
仁
者
甘
言
忌
詞
。

［
何
嬰
・
劉
賓
楠
解
］
司
馬
牛
仁
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
仁
者
は
其
の
言
や
訓
。

［
注
］
孔
曰
く
、
訓
は
難
な
り
。
牛
は
尊
人
、
弟
子
の
司
馬
梨
な
り
。

［
論
語
本
文
］

日
、
唱
言
也
翻
、

無
骨
乎
。

［
何
曼
・
判
型
楠
解
］

斯
謂
之
仁
　
乎
。
子
日
、
爲
避
難
、
言
之
得

曰
く
、
其
の
言
や
直
な
れ
ば
、
選
れ
之
を
仁
と
謂
ふ
か
と
。

子
曰
く
、
之
を
爲
す
こ
と
難
し
、
之
を
言
ひ
て
調
な
る

無
き
を
得
ん
や
。

［
注
］
孔
曰
く
、
仁
を
行
ふ
こ
と
難
し
。
仁
を
言
ふ
も
亦
た
難
か
ら
ざ
る
を
得
ず
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
『
主
文
』
に
曰
く
、
「
訓
、
或
ひ
は
初
に
作
る
」
と
。

案
ず
る
に
、
初
は
是
れ
薬
草
の
字
。
『
汗
簡
』
（
未
見
）
は
『
古
論
』
を
引
き

て
助
に
作
る
。
鄭
注
（
『
経
典
繹
文
』
引
く
）
に
云
ふ
、
「
訥
と
は
言
ふ
に
忍

び
ざ
る
な
り
」
と
。
此
の
注
は
文
備
は
ら
ず
し
て
、
其
の
義
を
曉
ら
か
に
す

る
莫
し
。

　
包
氏
愼
言
『
温
故
録
』
（
＊
）
に
、
罵
公
羊
』
「
宣
（
公
）
八
年
」
（
正
義
原

文
「
七
年
」
に
誤
る
）
冬
十
月
己
丑
、
『
我
が
小
君
頃
熊
を
葬
ら
ん
と
す
る
に
、

雨
ふ
り
て
克
く
葬
ら
ず
。
庚
寅
日
中
し
て
、
克
く
葬
る
』
と
。
『
傳
』
に
、

『
「
而
」
と
は
何
ぞ
や
。
難
き
な
り
。
乃
と
は
何
ぞ
や
。
難
き
な
り
。
易
爲
れ

ぞ
或
ひ
は
而
と
言
ひ
、
或
ひ
は
乃
と
言
ふ
か
。
乃
は
而
よ
り
も
難
き
な
り
』
と
。

（
何
休
）
注
に
、
『
孔
子
曰
く
、
「
其
の
之
を
爲
す
や
難
く
し
て
、
之
を
言
ふ
に
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訓
無
き
を
得
ん
や
」
と
。
皆
な
孝
子
の
情
よ
り
起
こ
る
所
以
な
り
』
と
。

　
案
ず
る
に
何
氏
の
意
に
依
れ
ば
、
詞
と
は
其
の
辞
の
委
曲
に
し
て
煩
重
な
る

　
　
　
ご
と

を
謂
ふ
が
似
し
。
心
に
忍
び
ざ
る
所
有
り
て
、
蓬
ち
に
其
の
情
を
逐
ぐ
る
能
は
ず
。

故
に
之
を
言
ひ
て
亦
た
重
難
多
し
と
。
鄭
注
に
云
ふ
、
『
部
は
言
ふ
に
忍
び
ざ

る
な
り
』
と
。
説
は
何
氏
に
同
じ
。

　
牛
の
兄
桓
魁
宋
の
景
公
に
寵
有
り
。
而
れ
ど
も
害
を
公
に
爲
す
。
牛
之
を

憂
ひ
て
、
情
辞
に
見
は
る
。
兄
弟
恰
恰
た
る
も
、
義
を
以
て
恩
を
傷
ら
ざ
る

な
り
。
而
る
に
魅
の
不
共
、
上
は
則
ち
國
に
禍
し
、
下
は
則
ち
族
を
絶
つ
を
致
す
。

之
が
弟
爲
る
者
、
必
ず
須
く
涕
泣
し
て
道
ふ
べ
し
。
徐
証
明
（
華
字
）
『
公
羊
』

疏
は
『
論
語
』
を
申
解
し
て
云
ふ
、
『
言
ひ
難
き
の
事
を
言
ふ
に
は
、
必
ず
須

く
訓
に
し
て
之
を
言
ふ
べ
し
』
と
。
蓋
し
『
副
に
し
て
言
ふ
』
と
は
、
正
に
其

の
忍
び
ざ
る
の
情
を
致
す
所
以
な
り
。
故
に
夫
子
以
て
仁
と
爲
す
」
と
。

　
案
ず
る
に
包
説
或
ひ
は
鄭
義
を
得
た
り
。
若
し
然
ら
ば
、
則
ち
「
之
を
逸
す
」

と
は
、
猶
ほ
之
に
庭
す
と
言
ふ
が
ご
と
き
な
り
。

　
「
斯
謂
之
仁
　
乎
」
、
皇
本
「
斯
」
の
下
に
「
可
」
字
有
り
。
「
　
乎
」
の

上
に
「
已
」
字
有
り
。

注
の
「
受
難
也
。
牛
悪
人
。
弟
子
司
馬
梨
」
。

「
正
義
」
に
曰
く
、
『
説
文
』
（
言
部
）
に
、
「
訓
は
頓
な
り
」
と
。
頓
は
鈍

と
同
じ
。
此
に
難
と
訓
ず
る
は
、
引
伸
の
義
な
り
。
『
筍
子
』
「
正
名
篇
」
に
、

「
是
を
外
に
す
る
者
は
、
之
を
渤
と
謂
ふ
」
と
。
楊
椋
注
に
、
「
訓
は
難
な
り
」

と
（
正
義
原
文
は
、
筍
子
原
文
及
び
楊
涼
涯
の
「
翻
」
字
を
「
認
」
に
作
る
∀
。

認
は
副
に
同
じ
。

　
黎
は
宋
の
桓
魁
の
弟
爲
り
。
故
に
宋
人
と
言
ふ
。
『
史
記
』
「
仲
尼
弟
子
傳
」

に
、
「
司
馬
耕
、
字
は
子
牛
」
と
。
直
れ
牛
は
、
耕
を
名
と
し
て
、
黎
を
名
と

せ
ず
。
此
の
注
何
に
本
つ
く
か
を
知
ら
ず
。

注
の
「
行
仁
難
。
言
仁
亦
不
得
不
難
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
此
れ
「
言
」
を
以
て
「
仁
を
言
ふ
」
と
爲
せ
ば
、
則
ち

上
文
の
「
其
の
言
や
訥
」
と
は
、
仁
者
は
輕
が
る
し
く
仁
を
言
は
ざ
る
を
謂
ふ

な
り
。

　
皇
疏
江
煕
を
引
き
て
曰
く
、
「
『
禮
記
』
（
「
表
記
」
）
に
云
ふ
、
『
仁
の
器
爲

る
や
重
し
。
其
の
道
亙
る
や
遠
し
。
基
ぐ
る
者
能
く
勝
ふ
る
莫
く
、
行
ふ
者

能
く
致
す
莫
き
な
り
。
仁
に
勉
む
る
は
、
亦
た
難
か
ら
ず
や
』
と
。
夫
れ
易
く

仁
を
言
ふ
者
は
之
を
行
は
ざ
る
者
な
り
。
仁
を
行
ひ
て
、
然
る
後
仁
に
勉
む

る
は
難
き
こ
と
爲
る
を
知
る
。
故
に
敢
て
輕
が
う
し
く
言
は
ざ
る
な
り
」
と
。

案
ず
る
に
、
此
の
注
亦
た
通
ず
。
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＊

包
愼
言
『
温
故
録
臨
は
見
見
。

第
四
章

［
論
語
本
文
］
司
馬
牛
問
君
子
。
子
日
、
君
子
不
憂
不
催
。

［
何
婁
・
劉
賓
楠
解
］

［
注
］

司
馬
牛

れ
ず
。

君
子
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
君
子
は
憂
へ
ず
催

孔
曰
く
、
牛
の
兄
の
桓
魅
、
將
に
齪
を
爲
さ
ん
と
す
。
牛
宋
よ
り
來

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぐ
さ

た
り
て
學
ぶ
に
、
常
に
憂
へ
張
る
。
故
に
孔
子
之
を
解
め
ん
と
す
る

な
り
。

［
論
語
本
文
］

日
、
不
憂
不
儂
、

何
憂
何
愕
。

［
何
嬰
・
片
肌
楠
解
］

斯
謂
之
君
子
已
乎
。
子
日
、
内
省
不
疾
、
夫

曰
く
、
憂
へ
ず
忘
れ
ず
、
斯
れ
之
を
君
子
と
謂
ふ
か
。

子
曰
く
、
内
に
省
み
て
疾
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
摺
れ
何
を

か
憂
へ
何
を
か
渡
れ
ん
。

［
注
］

包
（
成
）
曰
く
、
疾
は
病
な
り
。

へ
催
る
べ
き
無
し
。

自
ら
省
み
て
罪
悪
無
く
ん
ば
、
憂

「
正
義
」
に
曰
く
、
皇
本
、
　
「
斯
可
謂
君
子
巳
乎
」
に
作
る
。

注
の
「
牛
兄
」
よ
り
「
解
之
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
「
憂
へ
ず
催
れ
ず
」
と
は
、
即
ち
仁
者
は
憂
へ
ず
、
勇

者
は
催
れ
ざ
る
の
義
な
り
（
「
子
彊
置
・
「
憲
問
」
）
。
注
に
「
牛
憂
へ
催
る
る
に
、

夫
子
憂
へ
ず
慨
れ
ざ
る
を
以
て
之
を
解
め
ん
と
す
」
と
謂
ふ
は
、
夫
れ
桓
魅

齪
を
謀
り
、
覆
宗
絶
世
の
禍
有
り
。
牛
之
が
弟
爲
り
。
山
男
に
漠
然
と
し
て
心

を
動
か
す
無
き
を
得
ん
や
。

　
『
孟
子
』
（
「
告
子
」
下
）
に
謂
ふ
、
「
越
人
弓
を
關
き
て
我
を
射
ん
と
せ
ば
、

我
談
笑
し
て
之
を
道
び
く
。
其
の
兄
弓
を
響
き
て
我
を
射
ん
と
せ
ば
、
則
ち

己
涕
泣
を
垂
ら
し
て
之
を
道
び
く
」
と
。
此
く
の
如
く
ん
ば
、
乃
ち
親
に
親

し
む
と
爲
す
。
乃
ち
仁
爲
り
。

　
今
牛
は
兄
の
齪
を
翻
す
に
因
り
て
、
常
に
憂
催
を
致
す
。
乃
ち
人
倫
の
憂
、

人
情
の
萬
已
む
能
は
ざ
る
所
の
者
な
り
。
而
る
に
夫
子
解
む
る
に
「
憂
へ
ず

催
れ
ざ
る
」
を
以
て
す
る
は
、
是
れ
牛
に
教
へ
て
越
人
に
待
す
る
者
を
以
て
兄

に
待
せ
し
む
る
な
り
。
義
に
惇
り
教
を
傷
り
、
遠
く
此
の
経
の
旨
を
失
す
。



　
「
宋
よ
り
來
た
り
て
學
ぶ
」
と
云
ふ
は
、
桓
魅
の
未
だ
齪
を
爲
さ
ず
、

牛
來
た
り
て
夫
子
に
學
ぶ
時
に
擦
る
な
り
。

司
馬

注
の
コ
玖
病
也
」
。

「顔淵篇第十二」（一）

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
「
疾
は
病
な
り
」
と
は
、
『
爾
雅
』
「
繹
詰
」
の
文
な
り
。

『
禮
（
記
ご
「
中
庸
」
に
云
ふ
、
「
故
に
君
子
内
に
省
み
て
疾
し
か
ら
ざ
れ
ば
、

志
を
悪
む
こ
と
無
し
。
君
子
の
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
所
の
者
は
、
其
れ
惟
だ
人
の

見
ざ
る
所
か
」
と
。
（
「
中
庸
」
〉
鄭
注
に
、
「
疾
は
病
な
り
。
君
子
自
ら
省
み
て
、

身
に
惣
病
無
き
な
り
」
と
。
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